
令和 3 年９月 

お客様各位 

碧海信用金庫 

 

「電話リレーサービス」への対応について 
 

令和 2 年 12 月 1 日に「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法
律」が施行されたことを受け、本年 7 月 1 日より公共インフラとして「電話リ
レーサービス」が開始されました。当金庫におきましても同サービスによる対
応を開始しておりますのでご案内いたします。 

 

記 

 

＜電話リレーサービスの概要＞ 
 聴覚や発話に困難な方が電話による意思疎通を行いたい場合に、「一般財団法
人 日本財団電話リレーサービス」の手話通訳者が通訳オペレータとして介す
ることで、聴覚障害者の方々と当金庫との意思疎通を可能とするサービスです。 
 

以 上 

 








